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ドイツの被告はフランスの原告にコンピュータのプログラムを注文した。プログラムは

引き渡され、インストールされた。両当事者は、そのプログラムの使用に関する第二回目

の契約を締結する意思があったが、契約交渉は決裂した。そこで被告は、引き渡されイン

ストール済みのプログラムの購入代金の支払いを拒否した。 
	 裁判所は、両当事者はＣＩＳＧの異なる締約国に営業所を有し、かつＣＩＳＧは標準ソ

フトウェアに適用されるので、ＣＩＳＧは適用できると判断した。裁判所はさらにまた、

両当事者が、プログラムの売買の全詳細について合意して、それゆえに売買契約を締結し

ていることを認定した。 
	 裁判所は、被告はソフトウェアプログラムの瑕疵について有効な通知を行わず、単に、

発見された問題に対処するというサポートを求めたにすぎないので、ソフトウェアプログ

ラムのあり得る適合性の欠缺を援用することはできないと判示した。 
結果として裁判所は、被告に購入代金の支払いと５％の利息を支払うように命令した。 


